伊賀地域福祉後見サポートセンター設置及び運営に関する要綱

第1章　総則
（目的及び設置）
第１条　福祉サービスの質の向上と利用者の利益の保護を図り、地域住民の福祉の増進に資することを目的として、伊賀地域福祉後見サポートセンター（以下、「サポートセンター」という。）を設置する。
　（事務所） 
第２条　サポートセンターの事務所は、伊賀市上野中町２９７６番地の１　上野ふれあいプラザに置く。
  （事業）
第３条　サポートセンターは、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。　
（１）成年後見制度利用の支援に関すること。
（２）福祉後見を行う人材の育成、紹介に関すること。
（３）後見人に対する支援に関すること。
（４）権利擁護の推進に係る啓発、研修等に関すること。
（５）その他権利擁護の推進に関し、サポートセンターが必要と認めること。
２　サポートセンターは、社会福祉法人伊賀市社会福祉協議会が運営する。　
第２章　会員
 (会員)
第４条　サポートセンターの目的に賛同するものは、本章の定めるところによりサポー
トセンターの会員となることができる。
２　サポートセンターの会員は，次のとおりとする。
（１）正会員　サポートセンターの目的に賛同して入会した個人又は団体
（２）賛助会員　サポートセンターの事業を援助するため入会した個人又は団体
（入会）
第５条　会員になろうとする者は、入会申込書をサポートセンターに提出し、理事長
　の承認を得なければならない。
（会費）
第６条　会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
（会員の権利）

第７条　会員は、サポートセンターが実施する各種事業に協力し、必要に応じて意見を提出することができる。

２　会員は、次の権利を有する。
（１）会員を対象とした研修会へ参加すること。
（２）会員相互の情報交換の場へ参加すること。
（３）サポートセンターの情報提供を受けること。
（退会等）　

第８条　会員は、退会しようとするときは、サポートセンターに届け出なければならない。２　会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
　（１）会員の資格を喪失したとき
　（２）死亡又は解散したとき

３　会員が次の各号のいずれかに該当したときは、理事会において、これを除名する
　ことができる。
　（１）サポートセンターの名誉をき損し、又はその趣旨に反する行為をしたとき。
　（２）会費を２年以上納入しないとき。
第３章　理事会
（理事会）
第９条　サポートセンターの運営に関する重要な事項を審議するため、伊賀地域福祉後見サポートセンター理事会（以下、「理事会」という。）を設置する。
２　理事会は、次に掲げる事項を所掌する。
（１）サポートセンター運営の基本方針に関すること。
（２）サポートセンターの事業計画に関すること。
　（３）伊賀地区における権利擁護の推進に関すること。
　（４）その他理事会において必要と認める事項
（組織）
第１０条　理事会は、次に掲げる者をもって構成する。
（１）伊賀市長
（２）名張市長
　（３）伊賀市社会福祉協議会会長
　（４）名張市社会福祉協議会会長
２　理事会に理事長を置き、伊賀市社会福祉協議会会長をもって充てる。
（会議）
第１１条　理事会の会議は、必要に応じて理事長が招集し、その議長となる。
２　理事長は、必要があると認めるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求め、意見を聴くことができる。　
第４章　運営委員会
（運営委員会）
第１２条　理事会の定める方針に基づきサポートセンターの事業の推進に関し必要な事項を審議するため、伊賀地域福祉後見サポートセンター運営委員会（以下、「運営委員会」という。）を設置する。
（運営委員会の組織）
第１３条　運営委員会は、委員１５名以内で組織する。
２　委員は、次に掲げる者のうちから理事長が委嘱する。
（１）社会福祉に関する事業又は活動を行う者
（２）法律または医療に関し学識経験を有する者
（３）行政職員 

３　運営委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
（運営委員の任期）
第１４条　委員の任期は、２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
（運営委員会の会議）
第１５条　運営委員会は、委員長が招集し、議長となる。
２　運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
３　運営委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
４　委員長は、必要があると認めるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求め、意見を聴くことができる。　
（審議への不関与）
第１６条　委員は、一身上に関する事案若しくは利害関係のある事案については、審議することができない。
第5章　雑則
（守秘義務）
第１７条　理事、委員及び事務局職員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
（事務局）
第１８条　サポートセンターの事務を処理するため、事務局をサポートセンターに置く。
（委任）
第１９条　この要綱に定めのない事項については、必要に応じて理事長が別に定める。
附　則　
この要綱は、平成１８年８月１日から施行する。
伊賀地域福祉後見サポートセンター会費規程

第１条　この規程は、伊賀地域福祉後見サポートセンター設置運営要綱第６条の規定に基づき、会費について定める。
第２条　会費の額は、以下のとおりとする。
会費の年額
正会員（1口）
個人　5,000円
団体　10,000円
賛助会員　10,000円以上
第３条　会費の納入は、年1回とし，毎年度3月末日までに納付しなければならない。
第４条　既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
第５条　この規程の変更は、理事会にて決定する。
附則　
この規程は，平成１８年８月１日から施行する。
